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中城村農業委員会は農地法第３条許可の事務処理について申請書受付から許

可等までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サー

ビスの向上に努めています。

根 拠 法 令 標準処理期間

第３条第１項（知事許可事案） ３０日

農地法

第３条第１項（農業委員会許可事案） ３０日

※ 但し、知事許可事案については農業委員会意見書進達までの期間とする。



農地法第３条許可事務処理のフロー図

申請受付開始から許可書交付及び県への意見書進達までの期間

毎月１０日～１５日受付期間

可申請書提出 ※１０日、１５日が休日等の場合

翌開庁日

申請地及び所有農地等の耕作状況を確認

現地調査

記載内容・添付 記入内容に誤りがないか、添付書類の不

書類の審査 備がないか審査

毎月２５日前後

農業委員会審議 許可・不許可の審議を行う

許可書の交付 総会開催日の翌月５日前後

及び

意見書の進達

※事務の処理期間は、原則として３０日間と定めています。


